
多文化家族子女といじめ問題について
―外国人労働者家族との共生―

西 中 研 二＊

Children in Multicultural Families and Bullying Problem

This paper mainly examined the bullying problem among foreign workers’ families in South
Korea. The problem could also occur in multicultural families in Japan, which had decided to
accept foreign workers in ２０１９. This paper intended to analyze the problem among children
in multicultural families in South Korea and use it as a reference for problems in foreign
workers’ families that may arise in the future in Japan.

はじめに

２０１９年４月に『出入国管理及び難民認定法』の
一部が改正された。現行法では「高度な技術を持
つ専門職」及び「開発途上国の労働者が、日本の
技術を学ぶ目的の外国人技能実習制度による技能
実習生」の就労のみが許可されていたが、改正法
では「特定技能１号」と「特定技能２号」が創設
された。特定技能１号は、単純労働者の受け入れ
を認め１、「３年間の技能実習」または「所定の試
験合格」を経た「相当程度の知識または経験を要
する技能職」とし、該当職種として、農業・漁業・
建設・介護・宿泊・外食・造船・その他７業種、
合計１４業種が指定された。滞留期間は５年間で、
期間延長は認めていない。また家族帯同も不可で
ある。特定技能２号は、「熟練した技能、高度な
専門職」とし、大学教授や経営者など専門的・技
術的に高度な業務遂行が可能な者をイメージして
いる。滞留期間は５年間で、更新も可能であり、
家族帯同も許可している。１号と２号を合わせて
５年間で合計３４.５万人を受け入れることとなった。
一方韓国では、１９９７年に韓国企業の輸出・海外

進出を支援するために、外国人研修就業制度を作
り、輸出相手国の人材教育を目的とした。その後

２００３年に『外国人労働者雇用法』２００７年には、
『出入国管理法施行令』の改正による訪問就業制
度の採用などによって、外国人の韓国移住者が増
加し現在に至っている。２０１５年の１５歳以上の外国
人数は、１３７.３万人２、結婚移民者・帰化人数は、
３０.５万人３である。しかしそれに伴う多文化家族
の増加が、韓国社会にいろいろな問題を惹起して
いることは周知の事実である。本稿は、韓国の多
文化家族問題の中の「多文化家族子女と学校暴力
（いじめ）問題」に焦点を当て、今後の日本にお
いて外国人労働者家族との共生をどのように図っ
ていくべきかを考える一助とするものである。

第一章 韓国における外国人受け入れ制度の変遷

１．外国人研修就業制度

韓国は、１９９７年のIMF経済危機から急速に経済
を立て直し、海外進出を活発化させた。それを支
援するために政府は、海外特に輸出相手国の人材
を受け入れ、韓国内で研修させる「外国人研修就
業制度」を設けた。
「外国人研修就業制度」の法的根拠は、１９９７年
１２月１３日創設の『出入国管理法』第１９条の２及び
第１９条の３第三項である。すなわち『出入国管理
法』第１９条の２で、国内に滞留資格を有し、指定
された企業で研修している外国人を「産業研修生」
（２００２.１.２６に技術研修生と改名）と定め、第１９条＊ 大邱韓医大学校、国際文化研究所、専任研究員
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の３第三項（２０１０.５.１４に削除）で、産業研修生
としての要件を具備した者を「研修就学者」と定
めている。具体的には『出入国管理法施行令』で
定めている。すなわち１９９８年４月１日創設の施行
令第２４条の５で、滞留資格変更許可要件を、①技
術資格検定合格者、②産業研修生として２年間研
修した者、③研修企業での勤務義務と定めている。
その後２００２年４月１８日改正で、研修期間を１年間
とするとともに、第２４条の２の産業研修活動可能
な企業を、①外国に直接投資した企業、②外国に
技術を輸出する企業、③外国に産業設備を輸出す
る企業とした。その後技術試験合格者要件を２００４
年８月１７日で削除した。
以上を要するに、当初厳しい要件で受け入れて
いた外国人労働者を、時間の経過とともに「研修
期間の短縮」「技術試験の削除」など受け入れ要
件の緩和がなされている点が注目される。

２．訪問就業制度

２００３年８月１６日創設の『外国人労働者の雇用等
に関する法律』第７条第二項、韓国語能力試験に
合格した者に加えて、２００７年２月２８日改正の『出
入国管理法施行令』第２３条第一項別表１に「３１．
訪問就業（H―２ビザ）」が創設されたことによっ
て、外国人労働者の受け入れは一段と緩和された。
すなわち別表１「３１．訪問就業」で滞留有資格者
は、『在外同胞の出入国と法的地位に関する法律』
第２条第二項の外国国籍同胞（大韓民国の国籍を
保有した者、大韓民国政府樹立前に国外に移住し
た同胞、またはそれらの直系卑属で外国国籍を取
得した者をいう）で、２５歳以上の者の中から法務
部長官が認定する者の滞留を認めることとなった。
法務部長官が認める者とは次のとおりである。
（１）出生当時に大韓民国国民であった者として大

韓民国戸籍（除籍謄本を含む）４に搭載されて
いる者及びその直系卑属。

（２）国内に住所を置く大韓民国国民である８親等
以内の血族又は４親等以内の婚戚から招請を
受けた者。

（３）『国家有功者等礼遇及び支援に関する法律』第
４条による国家有功者と遺族等に該当するか、
『独立有功者礼遇に関する法律』第４条によ
る独立有功者とその遺族またはその家族に該
当する者。

（４）大韓民国に特別な功労があるか、大韓民国の
国益増進に寄与した者。

（５）留学（D―２）資格で一学期以上在学である者
の父母及び配偶者。

（６）国内外国人の滞留秩序維持のため法務部長官
が定める基準及び手続によって自ら出国した
者。

（７）（１）ないし（６）に該当しない者で法務部長官が
定め公示する韓国語試験抽選などの手続きに
よって選定された者。

ここで特に注目すべきことは、受け入れ対象の
外国人が「大韓民国政府樹立前に国外に移住した
同胞、またはそれらの直系卑属で外国国籍を取得
した者」と「国内に住所を置く大韓民国国民であ
る８親等以内の血族または４親等以内の婚戚から
招請を受けた者」の二項である。「大韓民国政府
樹立前に国外に移住した同胞、またはそれらの直
系卑属で外国国籍を取得した者」とは「除籍謄本
に記載されている者」であり、「国内に住所を置
く大韓民国４親等以内の婚戚からの招請」とは
「韓国人男性と結婚した外国人女性が親戚を韓国
に招請」することが可能になったということであ
る。

３．多文化家族

「多文化家族」とは、２００８年３月制定の『多文
化家族支援法』第２条（定義）に、「『在韓外国人
処遇基本法』第２条第三項の結婚移民者と『国籍
法』第２条から第４条までの規定によって大韓民
国国籍を取得した者で成り立つ家族」と定められ
ている。すなわち『在韓外国人処遇基本法』第２
条第三項には、「結婚移民者とは、大韓民国国民
と婚姻したことがあるか、婚姻関係にある外国人
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をいう」と規定している。また『国籍法』第２条
には「出生時に父または母が大韓民国の国民で
あった者は、出生によって大韓民国の国籍を取得
する」とあり、『国籍法』第４条には「法務部長
の帰化許可」をうけた者は、大韓民国国籍を取得
することができるとある。
『多文化家族支援法』の制定理由には、「多文化
家族が、言語及び文化的差異によって、社会不適
応や子女教育に苦労していることに鑑み、多文化
家族が速やかに社会に溶け込み、安全な家族生活
を営むことができるように、家族相談・夫婦教
育・父母教育及び家族生活教育などの推進及び言
語通訳・法律相談・行政支援など、多文化家族に
対する支援政策を用意しようとするものである」
と書かれている。
法各条に、支援すべき事業内容が規定されてい
るが、重要項目は、①５年毎の多文化家族支援基
本計画の策定義務（第３条の２）、②３年毎の多
文化家族実態調査実施義務（第４条）、③多文化
家族支援センターの設置・運営（第１２条）の３点
であろう。特に多文化家族支援センター（現・２１７
箇所）は、各条に定められている支援諸施策、す
なわち教育・相談事業、雇用斡旋、その他多文化
家族支援に必要な諸事業の実施運営を委ねられて
いる重要な組織である。

４．まとめ

以上を要するに、１９９７年輸出振興のため、①外
国に投資した企業、②技術輸出をする企業、③設
備輸出をする企業に対して外国人労働者を就学研
修者という名目で受け入れることを許可した。ま
た２００３年６月『外国人労働者雇用法』を制定し、
在外国籍同胞、すなわち①大韓民国の国籍を保有
した者、②大韓民国政府樹立以前に国外に移住し
た同胞、③②の直系卑属で外国国籍を取得した者、
具体的には、①出生時に大韓民国国民であったも
のとして大韓民国戸籍（除籍謄本を含む）に搭載
されている者及びその直系卑属、②国内に住所を
置く大韓民国国民である８親等以内の血族または

４親等以内の婚戚から招請を受けた者に対して
「訪問就業ビザ」を与え国内での就業を許可した。
この結果、多文化家族が急激に増加した。
『多文化家族支援法』は、言語及び文化的差異
によって、多文化家族が社会不適用や子女教育に
苦労していることに鑑み、彼らが速やかに社会に
溶け込み、安全な家族生活を営むことができるよ
うに、家庭相談・家族生活教育・法律相談など多
文化家族に対する支援政策を用意しようとするも
のである。
なお「訪問就業ビザ」については、１９世紀後半

から中国吉林省延辺（間島）への入植者が増加し、
現在２００万人を超える朝鮮系中国人がいることか
ら、朝鮮半島統一後の中国との領土問題を踏まえ
た施策とも考えられるが、それについては、別途
稿を改めて論述したい。

第二章 多文化家族子女の特性

１．多文化家族の一般的特性５

（１）結婚移民者の一般的特性
表１によれば、結婚移民者・帰化人は、２０１５年

現在３０４,５１６人で、うち配偶者６有が８８.０％（２６８,０２４
人）で死別・離婚などが１２.０％（３６,４９２人）であ
る。また女性が２４８,１４２人で８１.５％を占めている。
年齢別にみると、２９歳以下が２３.０％（６９,９９９人）、
３０―３９歳が３２.６％（９９,４０５人）で３９歳以下が５５.６％
を占めている。国内居住期間をみると、５―１５年
未満が６３.４％（１９２,８６３人）で大宗を占めている。
出身国籍別には、韓国系中国３０.８％（９３,６６０人）、
中国２２.４％（６８,３４１人）と中国系が５３.２％を占め、
ベトナム２０.８％（６３,３００人）、フィリピン６.０％
（１８,３３７人）、その他が２０.０％の順となっている。

（２）配偶者との出会い経路
表２は、現在の配偶者との出会い経路である。
全体的には、「親戚・友達・同僚」など近しい知
人を通して知り合った場合が４８.６％と過半を占め、
「自分で」が２４.０％、「結婚紹介業者」が２１.３％の
順である。個別にみていくと、韓国出身の夫の場
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合、親族・友人・同僚の紹介が４５.９％であり、自
分で探したのが１９.７％であった。特徴的なことは
２７.４％が結婚仲介業者を通じていることであり、
特に農村部居住の韓国出身の夫の３４.２％が結婚仲
介業者の紹介で結婚相手と会っていることをみる
と、農村の嫁不足の深刻さを推定することができ
る。
また既述のとおり、２００７年の『出入国管理法施
行令』第２３条別表の改正で「訪問就業」が認めら
れ、『在外同胞の出入国と法的地位に関する法律』
第２条の外国国籍同胞の中から、法務部長官が国
内滞留を認めることができるようになったため、
中国・吉林省などに居住する韓国系中国人の受け

入れが緩やかになった影響で、韓国系中国人は、
親戚・同僚の紹介が６６.１％を占め、中国人も
５８.２％を占めている。
一方ベトナム人・フィリピン人は、結婚紹介業
者の紹介が５８.９％、２８.９％を占めている。日本人
の場合は、５６.３％が宗教機関（統一教会）の紹介
で結婚している。

（３）結婚移民者・帰化人の韓国語能力
表３は、結婚移民者・帰化人の韓国語能力の調
査結果である。これによれば、１０％前後の結婚移
民者・帰化人が韓国語を「話す・聞く・読む」こ
とができず、２０％前後が「書く」ことができない

項 目 分 類 ％ 人数

全体 全体 １００ ３０４,５１６

性別 女性 ８１.５ ２４８,１４２

男性 １８.５ ５６,３７４

年齢 ２９歳以下 ２３.０ ６９,９９９

３０～３９歳 ３２.６ ９９,４０５

４０～４９歳 ２４.３ ７４,０５０

５０～５９歳 １３.４ ４０,９０３

６０歳以上 ６.６ ２０,１５８

婚姻状態 配偶者あり ８８.０ ２６８,０２４

離婚・死別・その他 １２.０ ３６,４９２

国内居住期間 ２年未満 ２.２ ６,８３３

２～５年未満 １３.８ ４２,０５５

５～１０年未満 ３６.１ １０９,７８８

１０～１５年未満 ２７.３ ８３,０７５

１５年以上 ２０.６ ６２,７６６

出身国籍 中国 ２２.４ ６８,３４１

中国（韓国系） ３０.８ ９３,６６０

ベトナム ２０.８ ６３,３００

フィリピン ６.０ １８,３３７

その他 ２０.０ ６０,８７８

表１．結婚移民者・帰化人の一般的特性（単位：％、人）７
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結婚紹介
業者

家族親戚
紹介

友人同僚
紹介 宗教機関 自分で その他 合計

全
体

％ ２１.３ ２０.４ ２８.２ ５.１ ２４.０ １.１ １００

人 ５０,７９２ ４８,５９３ ６７,１４２ １２,０７２ ５７,１７４ ２,６４１ ２３８,４１４

出
身
国

韓国出身夫 ２７.４ １９.０ ２６.９ ５.９ １９.７ １.１ １００

韓国出身妻 １.７ １２.３ ２９.１ ５.２ ４９.８ １.９ １００

外国出身夫 １.５ ３４.１ ３５.１ ０.２ ２８.３ ０.９ １００

外国出身妻 ３.０ ３０.０ ３３.０ ０.８ ３４.５ ０.６ １００

出
身
国
籍
別

韓国系中国 ３.４ ３０.０ ３６.１ ０.８ ２８.８ １.０ １００

中国 １０.３ ２３.７ ３４.５ １.１ ２９.０ １.４ １００

ベトナム ５８.９ １６.１ １７.８ １.０ ５.６ ０.６ １００

フィリピン ２８.９ １４.９ ２２.２ １８.８ １４.４ ０.８ １００

日本 １.１ ５.６ １１.８ ５６.３ ２４.１ １.１ １００

居
住

都市部 １７.３ ２１.１ ２９.６ ４.１ ２６.６ １.３ １００

農村部 ３４.２ １８.２ ２３.６ ８.１ １５.３ ０.６ １００

表２．配偶者との出会い経路（単位：％人）８

全く不可 殆ど不可 普通 若干上手 大変上手 合計

話す ０.９ １０.１ ２７.９ ２２.６ ３８.５ １００

聞く ０.７ ７.０ ２７.４ ２４.５ ４０.４ １００

読む １.７ １１.４ ２７.３ ２２.７ ３６.９ １００

書く ３.２ １７.５ ２８.７ １８.５ ３２.２ １００

表３．結婚移民者・帰化人の韓国語能力（単位：％）９

出身国籍 教えない 殆ど教えない 普通 少し教える よく教える 計

全体 １７.６ １７.９ ２３.７ ２０.９ １９.８ １００

中国 １８.３ １７.７ ２２.６ ２１.１ ２０.２ １００

韓国系中国 ２７.３ １９.７ ２２.６ １６.５ １３.８ １００

日本 ８.０ １５.２ ２３.７ ２８.１ ２５.０ １００

ベトナム １３.８ １８.５ ２６.８ ２２.０ １９.０ １００

フィリピン １３.８ ２２.０ ２４.０ ２２.７ １７.６ １００

欧米 ５.２ ３.６ １４.６ １９.８ ５６.８ １００

表４．私は子供に母国語を教える（単位：％）１０
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状況であることがわかる。
前頁表４は、結婚移民者・帰化人の親が、子ど
もに母国語を教えるか否かを調べた結果である。
これによれば、全体的には「教えていない」グル
ープが３５％前後で、「教えている」グループが４０％
前後である。これを出身国籍別にみると、「教え
ていないグループ」は、韓国系中国人の４０％前後
で、「教えているグループ」では、欧米出身者が
８０％と突出している。韓国系中国人は、吉林省出
身者が多く朝鮮語を使用していた関係であろう。

２．多文化家族子女（９―２４歳）の一般的特性

（１）多文化家族子女の外国系父母の出身国籍
表５は、多文化家族子女の外国系父母比率を表
したものである。これによれば、父が韓国人で、
母が外国系である比率が８１.９％とその大宗を占め

ている。また表６によれば、多文化家族子女の父
母の出身国籍は、韓国系中国２６.８％、中国２２.２％、
ベトナム１３.２％、日本１１.７％、フィリピン１０.７％
で、中国が４９.０％と過半を占めている。

（２）年齢構成
表７は、多文化家族子女の年齢構成である。こ
れによれば９―１１歳が３０.７％（２５,３２０人）、１２―１４
歳が２３.２％（１９,１３４人）、１５―１７歳が１７.６％（１４,５１６
人）、１８―２４歳が２８.５％（２３,５０６人）で小学校高学
年に相当する年齢層が一番多いことがわかる。こ
れは、表８の外国人との年別結婚件数で明らかな
ように、２００５年以降急激に増加した結婚移民者の
子女世代が９歳を迎え、今回の調査対象子女に
なったことがその理由である。

外国系父＋韓国人母 外国系母＋韓国人父 外国系父母

８.７ ８１.９ ９.４

表５．外国系父母比率（単位：％）１１

国籍 韓国系中国 中国 ベトナム 日本 フィリピン その他

％ ２６.８ ２２.２ １３.２ １１.７ １０.７ １５.４

表６．多文化家族子女の父母の出身国籍（単位：％）１２

国内だけ
で成長

外国居住及び成長
合 計外国居住

経験
外国で
主に成長

合
計

人数 ５０,１６５ ３２,３１１ １９,５２９ １２,７８２ ８２,４７６ ８２,４７６

％ ６０.８ ３９.２ ２３.７ １５.５ １００

性
別

女性 ４８.６ ５０.２ ５０.７ ４９.６ ４９.２

男性 ５１.４ ４９.８ ４９.３ ５０.４ ５０.８

年
齢

９～１１歳 ３３.９ ２５.６ ３６.８ ８.４ ３０.７ ２５,３２０

１２～１４歳 ２４.２ ２１.５ ２９.３ ９.７ ２３.２ １９,１３４

１５～１７歳 １９.２ １５.２ １６.４ １３.３ １７.６ １４,５１６

１８～２４歳 ２２.６ ３７.７ １７.４ ６８.７ ２８.５ ２３,５０６

表７．９～２４歳の多文化家族子女の性別・年齢構成（単位：％、人）１３
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（３）出生地と成長背景
表９は、多文化家族子女の出生地と成長地との
関係を示したものである。これによれば、多文化
家族子女の出生地は、８０.５％（６６,３９３人）が韓国
で、１９.５％（１６,０８３人）が外国である。また成長
背景は、６０.８％（５０,１６５人）が国内だけで成長し、
３９.２％（３２,３１１人）が外国に居住した経験のある
子女、または外国で成長した子女である。外国に
居住した経験または外国で成長した子女を具にみ

ると、主に韓国で成長し一時期外国に居住した経
験がある子女が２３.７％で、このうち韓国出生子女
は７９.３％で、２０.７％が外国出生である。また外国
で主に成長した子女が１５.５％で、このうち外国で
出生した子女は、９３.１％である。外国で出生した
子女は、その大宗が外国で成長している。

（４）言語能力
表１０は、多文化家族子女が自分の韓国語能力を

２０００年 ２００３ ２００５ ２００６ ２００７ ２００８

韓国の総結婚件数 ３３２,０９０ ３０２,５０３ ３１４,３０４ ３３０,６３４ ３４３,５５９ ３２７,７１５

外国人との結婚件数 １１,６０５ ２４,７７６ ４２,３５６ ３８,７５９ ３７,５６０ ３６,２０４

韓国人男＋外国人女 ６,９４５ １８,７５１ ３０,７１９ ２９,６６５ ２８,５８０ ２８,１６３

韓国人女＋外国人男 ４,１６０ ６,０２５ １１,６３７ ９,０９４ ８,９８０ ８,０４１

表８．外国人との年次別結婚件数（単位：件数）１４

国内だけ
で成長

外国居住経験及び外国成長
合 計

外国居住経験 外国成長

比
率

人 ５０,１６５ ３２,３１１ １９,５２９ １２,７８２ ８２,４７６

％ ６０.８ ３９.２ ２３.７ １５.５ １００

出
生

韓国出生 ９９.８ ５０.７ ７９.３ ６.９ ８０.５ ６６,３９３

外国出生 ０.２ ４９.３ ２０.７ ９３.１ １９.５ １６,８０３

表９．多文化家族子女の出生地と成長背景（単位：％）１５

不可 少し可 普通 若干上手 大変上手 合 計

全体 人数 ５３０ １,７２２ ６,１７３ ９,８２０ ６４,２３１ ８２,４７６

％ ０.６ ２.１ ７.５ １１.９ ７７.９ １００

年齢 ９―１１ ０.２ １.０ ４.５ １２.１ ８２.３ １００ ２５,３２０

１２―１４ ０.３ １.６ ５.０ １１.２ ８１.９ １００ １９,１３４

１５―１７ ０.９ ２.３ ６.７ １０.４ ７９.７ １００ １４,５１６

１８―２４ １.２ ３.５ １３.２ １３.３ ６８.７ １００ ２３,５０６

成長
背景

国内だけで成長 ０.６ ０.７ ４.２ ７.１ ８７.４ １００ ５０,１６５

外国居住経験 ０.３ １.０ ４.９ １４.１ ７９.６ １００ １９,５２９

外国で主に成長 １.３ ９.１ ２４.３ ２７.６ ３７.８ １００ １２,７８２

表１０．多文化家族子女の言語能力自己評価（単位：％、人）１６
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自己評価したものである。ここで問題なのは、
「少し可」層が２.１％で１７２２人、「不可」層が０.６％
で５３０人と合わせて２２００人を超える人数になって
いることである。これを年齢別にみると、小学校
高学年相当の９―１１歳が１.２％、中学生相当の１２―
１４歳が１.９％、高校生相当が３.２％、大学以上相当
が４.７％を占めている。また外国で主に成長した
多文化家族子女の１０.４％が韓国語を苦手としてい
る。しかし既述のように、親である結婚移民者の
１０％前後が韓国語を「話す・聞く・読む」ことが
できず、２０％前後が「書く」ことができない状況
と比較すると格段の差ではある。

３．多文化家族子女の就学状況

（１）韓国での就学状況
表１１は、多文化家族子女の在学状況を表したも
のである。これによれば、小中高及び大学以上へ
の多文化家族在学中の子女は、８４.５％で、卒業・
中退・非進学などで学校に行っていない多文化家
族子女は、１５.５％である。年令で９～１４歳の層、
すなわち小学生高学年から中学校までの非在学率
が極端に低い理由は、韓国では中学校までが義務
教育のためであろう。
成長背景別にみると、特徴的なことは外国で主
に成長した多文化家族子女の在学率が４３.４％と低

いことである。これは、表７で明らかなように、
全体の１５.５％が外国で主に成長した子女であるこ
と、そのうち１８―２４歳までが６８.７％、すなわち全
体の１０.６％を占めているが、高校卒業後就職して
いる子女も多いと思われる。また後述するように
成長した国での就学・卒業も影響していると考え
られる。また国内だけで成長した多文化家族子女
と外国居住経験のある多文化家族子女の在学率が、
大体同じような傾向を示しているが、これは表９
のように、国内だけで成長した多文化家族子女の
韓国出生率がほぼ１００％、外国居住の経験がある
多文化家族子女の韓国出生率がほぼ８０％と両者と
も大宗が韓国国内出生であることがその理由と考
えられる。
表１２は、多文化家族子女の年齢層別・学校級別
の在学者数である。年齢層別では、小学生高学年
が４１.５％と一番大きい比率を占めているが、これ
は前述の通り、２００５年以降、結婚移民者が急速に
増加し、その子女が調査対象年齢になった結果で
ある。また中学校在学年齢層である１２―１４歳では
１９.６％が小学校在学中であり、同じく高校在学年
齢層では２３.２％が中学校在学中、大学以上在学年
齢層では３１.６％が高校在学中である。小中高とも
２０～３０％が本来の学齢層より低い学年で勉強して
いる。

在学 非在学 合計

全体 人数 ６９,７２０ １２,７５６ ８２,４７６

％ ８４.５ １５.５ １００

年齢 ９―１１ ９９.６ ０.４ １００

１２―１４ ９９.５ ０.５ １００

１５―１７ ９６.１ ３.９ １００

１８―２４ ４９.０ ５１.０ １００

成長
背景

国内だけで成長 ９１.３ ８.７ １００

外国居住経験有 ９４.２ ５.８ １００

外国で主に成長 ４３.４ ５６.６ １００

表１１．多文化家族子女の年齢層別成長背景別在学状況（単位：％、人）１７
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しかしこの理由が、「韓国内での授業内容につ
いていけない層」なのか、あるいは「語学能力に
問題がある層」なのか、あるいはその他の理由な
のか、『２０１５年全国多文化家族実態調査分析』で
は、具体的な分析がなされていないが、年下の学
生と勉強をすることは、学校を忌避する理由にも
なり得ることなので、その分析は、ぜひ必要であ
る。

（２）外国で主に成長した多文化家族子女の外国
での就学

今回の調査では、外国で主に成長した多文化家
族子女の外国での就学経験についても同時に調査
している。表１３によれば、当該子女の９４.８％が成
長した国で就学した経験を持っている。
また次頁の表１４によれば、当該子女が最後に

通った外国の学校は、高校が３８.８％と一番多く、
大学と合わせると４９.４％と過半を占めており、ま
た１８―２４歳層をみると、６６.８％と２／３が高校以上で
ある。次に小学校２５.８％、中学校が２４.８％である。
これは、結婚移民者出身国の所得水準、教育水準
に左右されていると考えられる。

４．多文化家族子女の学校適応度

（１）多文化家族子女の学校適応度
表１５によれば、調査対象者全体の９８.７％が「学

校に適応または普通」と答えている。逆に「不適
応」と答えた子女は、全体の１.３％で８０９人であっ
た。しかし外国で主に成長した子女の５.０％が
「不適応」と答えている。
表１６は、学校によく適応できない理由を複数回
答で求めた結果である。これによれば、「友達と

小学校 中学校 高校 大学以上 合計

全体 人数 ２８,９３４ １８,５３７ １４,３５７ ７,８９２ ６９,７２０

％ ４１.５ ２６.６ ２０.６ １１.３ １００

年齢 ９―１１ １００ １００

１２―１４ １９.６ ８０.４ １００

１５―１７ ２３.２ ７６.８ １００

１８―２４ ３１.６ ６８.４ １００

表１２．多文化家族子女の年齢層別学校級別在学者（単位：％、人）１８

無 有 合計

全体 人 ６６９ １２,１１３ １２,７８２

％ ５.２ ９４.８ １００

年齢 ９―１１ ３８.２ ６１.８ １００

１２―１４ ４.４ ９５.６ １００

１５―１７ １.９ ９８.１ １００

１８―２４ ２.０ ９８.０ １００

表１３．外国で主に成長した多文化家族子女の外国での就学経験（単位：％、人）１９
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小学校 中学校 高校 大学以上 合計

全体 人 ３,１２４ ３,００７ ４,６９９ １,２８３ １２,１１３

％ ２５.８ ２４.８ ３８.８ １０.６ １００

年齢 ９―１１ １００ ０ ０ ０ １００

１２―１４ ８５.１ １３.４ １.４ ０ １００

１５―１７ ４６.１ ４０.９ １３.０ ０ １００

１８―２４ ７.９ ２５.２ ５１.９ １４.９ １００

表１４．外国で主に育った多文化家族子女の最後に通った外国学校（単位：％、人）２０

全く不適応 やや不適応 普通 やや適応 よく適応 合計

全体 人数 ２０ ７８９ ５,４８９ １５,８８７ ３９,６２７ ６１,８１２

％ ０.０ １.３ ８.９ ２５.７ ６４.１ １００

年齢 ９―１１ ０.１ １.２ ７.４ ２３.８ ６７.５ １００

１２―１４ ０ １.３ ９.１ ２５.６ ６４.１ １００

１５―１７ ０ １.８ １０.７ ２８.２ ５９.３ １００

１８―２４ ０ ０ １１.０ ２９.９ ５９.２ １００

成長
背景

国内成長 ０ １.０ ７.８ ２４.４ ６６.８ １００

外国居住経験 ０.１ ０.９ ８.６ ２７.３ ６２.８ １００

外国成長 ０ ５.０ １９.０ ３２.２ ４３.８ １００

表１５．多文化家族子女の学校適応度（単位：％、人）２１

勉強に
興味ない

韓国語が
上手くない

友達と仲良
くできない

先生の
差別

父母の
無関心

外貌の
ため その他

全体 人数 ３６５ ２０６ ５２４ ２０ ８８ ６２ ４２

％ ４５.２ ２５.５ ６４.７ ２.５ １０.９ ７.７ ５.１

年齢 ９―１１ ４１.９ ３２.５ ５７.７ ３.０ ８.０ ７.２

１２―１４ ２６.７ ２９.９ ８０.８ ４.５ ９.５ １６.７ ５.７

１５―１７ ６６.２ １２.９ ５８.５ ０ １５.８ ０ ８.９

１８―２４ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

成長
背景

国内成長 ５２.４ １.８ ６３.０ ４.８ １８.１ ９.９ ４.５

外国居住経験 ４８.３ ３７.６ ４４.６ ０ ２.９ ０ １３.４

外国成長 ２８.８ ６１.７ ８３.９ ０ ３.３ ９.６ ０

表１６．学校へよく適応できない理由（複数回答）（単位：％、人）２２
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仲良くできない」が６４.７％、「勉強に興味がない」
が４５.２％、「韓国語がよくできない」が２５.５％の
三項目が主要な理由である。「韓国語がよくでき
ない」ことは、他の不適応項目の共通原因である
とも考えられる。また「先生の差別待遇」が２.５％
ある。これについては、あとで触れたいと思う。

（２）多文化家族子女の学校の勉強の難しさ
表１７は、多文化家族子女の勉強の難しさの調査
結果である。全体的には「難しくない」という答
えが５４.５％、「難しい」という答えが２３.６％であ
る。年令層別にみても同様な数値を示している。
しかし成長背景別にみると、外国で主に成長した
子女の「難しくない」という答えが２８.８／％、「難
しい」という答えが４１.８％と国内成長子女あるい
は外国居住経験有子女と正反対の比率となってい
るのが特徴的である。韓国語能力の問題と韓国の
教育水準の高さの問題などの理由が考えられる。

（３）学校へ行っていない多文化家族子女の現状
ここで注意して置かねばならないことは、表１１
で明らかなように、多文化家族子女で現在就学し
ていない１５.５％のうち、年齢層で見ると小・中学
生層は、それぞれ未就学者が０.５％以下であり、１８
―２４歳は、その層の５１.０％が未就学者という点で

ある。また成長背景でみると外国で主に成長した
子女の５６.６％が学校に通っていないことである。
表１８は、現在就学していない多文化家族子女が
主にどのような活動をしているかを調査した結果
である。現在就学していない多文化家族子女の年
齢層によって活動内容が顕著に異なっている。す
なわち進学準備と韓国語の勉強とを合わせて、小
学生高学年の年齢層は５７.９％、中学生の年齢層は
９０.８％、高校生の年齢層は４５％を占めているが、
１８―２４歳の年齢層の６２.４％が就業あるいはその準
備に時間を費やしている。これは表１４のとおり、
当該子女が最後に通った外国の学校が、高校・大
学と合わせると４９.４％、１８―２４歳層でみると、
６６.８％と２／３が高校以上の卒業であるためである
と考えられる。

５．多文化家族子女の差別経験

（１）過去に差別を受けた経験の有無
表１９は、過去に多文化家族子女という理由で差
別を受けた経験があるかどうかを調査した結果で
ある。２０１５年は、差別経験があるという答が９.４％
で、２０１２年に比べ４.４％の減少となっている。こ
れを年齢別にみると、小学校高学年層の減少幅が
５.７％と一番大きく、次に中学生層の３.６％であっ
た。また成長背景別には、外国で主に成長した子

全く
難しくない

別に
難しくない 普通 若干難しい 大変難しい 合計

全体 人数 １８,９２３ １４,７８１ １３,５１６ １１,９１３ ２,６７８ ６１,８１２

％ ３０.６ ２３.９ ２１.９ １９.３ ４.３ １００

年齢 ９―１１ ３６.１ ２３.９ １７.０ １９.３ ３.７ １００

１２―１４ ３０.２ ２２.２ ２４.３ １９.３ ４.０ １００

１５―１７ ２３.５ ２５.５ ２６.５ １９.２ ５.３ １００

１８―２４ ２１.７ ２７.１ ２４.７ １９.８ ６.７ １００

成長
背景

国内成長 ３２.５ ２５.０ ２１.８ １７.１ ３.７ １００

外国居住経験 ３０.４ ２３.７ ２０.１ ２１.８ ３.９ １００

外国成長 １４.０ １４.８ ２９.３ ３０.１ １１.７ １００

表１７．多文化家族子女の学校の勉強の難しさ（単位：％、人）２３
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女２１.４％から１３.５％と７.９％の大幅な減少をみてい
る。全般的には減少傾向にあるが、２０１５年現在で
は、各年齢層ともまだ１０％前後の差別被害率で推
移している。

（２）過去１年間の差別経験の有無
表２０は、過去１年間に差別を受けたことのある
多文化家族子女の年齢構成である。これによると、
全体では７７.９％が差別を経験しており、小学校高
学年層が８５.７％、中学生層が９１.９％、高校生層が
７９.２％で、小・中・高校生層は、その大宗が差別
を経験している。

（３）差別に対する対応
表２１は、過去１年間に差別を受けたときの対応

について複数回答で求めた結果である。これによ
れば「我慢した」が４４.９％、「別に考えもなくや
り過ごした」が２６.４％で、多文化家族子女が消極
的な方法で対処していることがわかる。
一方「両親・先生に報告した」が３４.７％、「相
手に謝罪を要求した」が１５.９％と、積極的な姿勢
もうかがえる。特に小学校高学年では「両親・先
生に相談した」が５２.０％と泣き寝入りをしない児
童が目立つ。

進学
準備

就業
準備

就業
バイト 無職 韓国語 入隊

待機 治療中 家事 その他 合計

全体 人数 １,３０１ ３,２１６ ４,３４７ １,６９０ ９０８ ５７０ ２０１ ４５ ４７８ １２,７５６

％ １０.２ ２５.２ ３４.１ １３.２ ７.１ ４.５ １.６ ０.４ ３.７ １００

年齢 ９―１１ ３３.６ ０ ０ １５.０ ２４.３ ０ １３.１ ０ １４.０ １００

１２―１４ ３９.１ ０ ０ ０ ５１.７ ０ ０ ０ ９.２ １００

１５―１７ ２６.９ ６.５ ７.０ １５.８ １８.１ ４.８ １.４ ０.２ ２.９ １００

１８―２４ ９.０ ２６.５ ３５.９ １３.２ ６.１ ４.８ １.４ ０.２ ２.９ １００

成長
背景

国内成長 ８.２ ２３.６ ３５.１ １５.０ ０ １２.５ ２.４ ０.４ ２.７ １００

外国居住経験 １６.８ ３１.６ １２.０ ２１.２ ０ １.９ １.４ ０ １５.１ １００

外国成長 １０.４ ２５.２ ３６.９ １０.９ １２.５ ０ １.１ ０.４ ２.６ １００

表１８．学校へ行っていない多文化家族子女の現状（単位：％、人）２４

年 ２０１５ ２０１２ 増減

全体 ９.４ １３.８ ▼４.４

年令 ９―１１ ９.１ １４.８ ▼５.７

１２―１４ ９.１ １２.７ ▼３.６

１５―１７ ８.５ ９.５ ▼１.０

１８―２４ １０.４ １５.６ ▼５.２

外国
成長

国内成長 ６.７ １１.０ ▼４.３

外国成長 １３.５ ２１.４ ▼７.９

表１９．多文化家族子女という理由で過去に差別されたことのある比率（単位：％）２５
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（４）加害者一覧
表２２は、過去１年間に多文化家族子女が差別を
受けた相手別の調査結果である。「友達から差別
を受けた経験がある」が７７.９％と突出しており、
「知らない人」が３２.３％、「隣人」が２２.８％であっ
た。また「先生」から差別を受けたが１６.０％ある
が、ここでいう「先生」とは小中高の正規の先生
の外、「塾」や「社会福祉機関」「その他」の先生
も包含しているので２８、正確には不明であるが、指

導的立場にある者が差別行動を取ることは由々し
き問題である。

６．まとめ

（１）多文化家族の一般的特性
①２０１５年現在の結婚移民者・帰化人数は、３０４,５１６
人で、そのうち配偶者有が８８％である。
②年齢別では２９歳以下が２３.０％、３０―３９歳が３２.６％
とこれらの年齢層で過半を占めている。

全く受けず 別に受けず 若干受けた 酷く受けた 合計

全体 ％ １１.１ １０.９ ６８.２ ９.７ １００

人数 ６３１ ６１９ ３,８５６ ５５１ ５,６５７

年令 ９―１１ ４.８ ９.５ ７１.６ １４.１ １００

１２―１４ ３.７ ４.４ ８５.３ ６.６ １００

１５―１７ １１.７ ９.２ ６７.６ １１.６ １００

１８―２４ ２２.４ １７.５ ５３.５ ６.６ １００

表２０．過去１年間に差別を受けた多文化家族子女（単位：％、人）２６

相手に謝
罪を要求

両親先生
に報告

友達に
相談

電子掲示
板掲載 我慢した やり過ご

した その他

全体 ％ １５.９ ３４.７ １０.５ ２.８ ４４.９ ２６.４ ２.３

人数 ９００ １,９６２ ５９６ １５６ ２,５４２ １,４９５ １２８

年令 ９―１１ １４.６ ５２.０ ５.８ ３.４ ３３.１ ２１.６ ２.８

１２―１４ ２３.０ ３６.２ １２.８ ０.０ ４５.９ ３４.４ ０.５

１５―１７ １５.１ ２３.９ １２.１ ２.４ ５１.７ ２４.０ ６.７

１８―２４ １２.８ ２０.９ １３.２ ４.１ ５３.３ ２７.１ １.０

表２１．過去１年間に差別を受けたときの対応（複数回答）２７

差別した人 全くなし 別段なし 若干あり 酷くあり （あり計） 合計

友達 １１.１ １０.９ ６８.２ ９.７ （７７.９） １００

先生 ５７.６ ２６.３ １１.６ ４.４ （１６.０） １００

親戚 ７１.３ １９.９ ８.０ ０.８ （８.８） １００

隣人 ５４.６ ２２.６ １９.７ ３.１ （２２.８） １００

知らない人 ５１.７ １６.０ ２４.８ ７.５ （３２.３） １００

表２２．過去１年間に多文化家族子女が差別を受けた相手別一覧表（単位：％）２９
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③国内居住期間をみると、５―１５年が６３.４％で約
２／３を占めている。
④出身国別では、韓国系中国人３０.８％、中国人
２２.４％と中国が５３.２％であり、次にベトナムが
２０.８％、フィリピン６.０％である。
⑤配偶者との出会いは、「家族・友人などの紹介」
が４８.６％、「自分で」が２４.０％と合わせて７２.６％
を占めている。しかし「結婚紹介業者経由」が
２１.３％あり、ベトナム人の利用率が５８.９％、フィ
リピン人の利用率が２８.９％と両国人の利用が際
立っている。
⑥結婚移民者の１０％前後が「話す・聞く・読む」
ことができず、２０％前後が「書く」ことができ
ない。

（２）多文化家族子女（９―２４歳）の一般的特性
①父母の外国系比率は、「韓国人の父と外国系の
母」が８１.９％、「外国系の父と韓国人の母」が
８.７％、「外国系父母」が９.４％である。
②年齢構成をみると、「９―１１歳」が３０.７％、「１２―
１４歳」が２３.２％、「１５―１７歳」が１７.６％、「１８―２４
歳」２８.５％である。９―１１歳層が多い理由は、２００５
年以降急激に増加した結婚移民者の子女世代が
９歳を迎え、今回の調査対象子女になったため
である。
③出生別では、韓国国内出生が８０.５％、外国での
出生が１９.５％である。
④韓国語能力
多文化家族子女の自己評価による韓国語能力は、
全体の９７.３％が「普通または上手」と答えてい
るが、「少ししかできない、またはできない」と
答えた子女が２.７％いる。
⑤就学状況をみると、小中高及び大学以上への就
学中の子女は、８４.５％で、卒業・中退・非進学
などで学校に行っていない子女は、１５.５％であ
る。年令層別にみると、９～１４歳の層、すなわ
ち小学生高学年から中学校までの非在学率は、
０.５％以下と極端に低いが、これは、中学校ま
でが義務教育のためである。成長背景別にみる

と、外国で主に成長した子女の在学率が４３.３％
と低い。これは、全体の１５.５％が外国で主に成
長した子女であること、そのうち１８―２４歳層が
２／３を占めているため、外国で高校卒業後就職
している子女も多いためと思われる。
⑥学校適応度
調査対象者全体の９８.７％が「学校に適応、また
は普通」と答えている。逆に「不適応」と答え
た子女は、全体の１.３％で８０９人であった。小中
高共に同じような比率で不適応者が存在してい
る。「学校によく適応できない」理由は、「友達
と仲良くできない」が６４.７％、「勉強に興味が
ない」４５.２％、「韓国語がよくできない」２５.５％
の三項目が主要な理由である。「韓国語がよく
できない」ことは、他の不適応項目の共通原因
であると考えられる。
⑦差別経験
友達からの差別体験は、全体で７７.９％あり、中
でも小学校高学年層が８５.７％、中学生層が
９１.９％とほぼ全員が経験している。またその対
応として「複数回答」であるが「我慢した」が
４４.９％、「考えずやり過ごした」が２６.４％と消
極的対応が目に付いた。
⑧学校の勉強の難しさ
全体的には「難しくない」が５４.５％、「難しい」
が２３.６％であるが、成長背景別にみると、「外
国で主に成長した子女」は、「難しくない」が
２８.８％、「難しい」が４１.８％であった。言葉の
問題、出身国の教育水準など要因は、いろいろ
考えられる。

第三章 多文化家族子女と学校暴力（いじめ）

１．多文化家族子女のいじめ被害経験

（１）一般学生との被害経験率比較
表２３によれば、一般学生を含む全体の被害経験
率は、１.０％であり、小学生が２.０％と一番高い。
一方多文化家族子女の全体被害経験率は、５.０％
と学生全体の５倍であり、特に小学生のいじめ被
害率が７.９％と突出し、次に中学生が４.３％と高い
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ことが特徴的である。

（２）成長背景別いじめ被害経験率
表２４「成長背景別いじめ被害経験率」をみると、
外国で主に成長した多文化家族子女の被害率が
８.１％と非常に高くなっている。当該調査では、こ
の原因分析がなされていないが、①韓国語がうま
くないこと、②多文化家族子女への差別意識、③
共稼ぎなどで子供の面倒を十分に見ることができ
ないことなどがその原因と推定される。

２．多文化家族子女のいじめ被害類型

表２５によれば、多文化家族子女のいじめ被害類
型は、性別で明らかに異なる傾向を示している。
すなわち女性は、男性に比べ、「集団いじめ」が
４１.９％と１４.２％高く、「サイバー暴力」が１３.７％で
５.２％高い。一方男性は、「強制使い走り」が７.２％
で女性より４.２％高く、同じように「金・物喝取」
が１３.７％で９.３％、暴行が１５.５％で１１.６％高くなっ
ている。女性は、陰湿ないじめが多く、男性は、
暴力的いじめが多いといえる。
年齢層で見ると、小学校高学年層では、全体平
均より悪口が７.４％、金物喝取が２.４％、暴行が３.２％

小学生（９～１１） 中学生（１２～１４） 高校生（１５～１７） 全体

学生全体 ２.０ ０.７ ０.４ １.０

多文化家族子女 ７.９ ４.３ １.６ ５.０

表２３．２０１５年小中高別いじめ被害経験率比較（単位：％）３０

成長背景 国内だけで成長 外国居住経験あり 外国で主に成長

被害経験率 ４.１ ６.４ ８.１

表２４．成長背景別被害経験率（単位：％）３１

脅迫
悪口

集団
いじめ

強制使
い走り

金物
喝取 暴行 性的嫌

がらせ
サイバ
ー暴力

ストー
キング

全体 人数 １,９９４ １,０４６ １６３ ２９０ ３１２ ８５ ３３３ ９

％ ６５.１ ３４.１ ５.３ ９.５ １０.２ ２.８ １０.９ ０.３

性別 女性 ６４.３ ４１.９ ３.０ ４.４ ３.９ ２.９ １３.７ ０.６

男性 ６５.７ ２７.７ ７.２ １３.７ １５.５ ２.７ ８.５ ０.０

年齢 ９―１１ ７２.５ ３０.２ ５.４ １１.９ １３.４ ２.４ ５.８ ０

１２―１４ ５３.６ ３６.３ ６.８ ５.４ ５.４ ３.０ ２２.３ １.１

１５―１７ ５０.７ ５１.６ ０ ４.３ ０ ６.２ １６.１ ０

１８以上 ０ １００ ０ ０ ０ ０ ０ ０

成長
背景

国内成長 ６３.３ ３３.４ ７.１ ９.２ ９.３ １.７ ８.８ ０

海外居住経験 ６７.９ ３２.３ ３.０ ７.５ １１.４ ４.５ １３.１ ０.９

海外成長 ６５.０ ４３.０ ３.６ １６.７ １０.７ ２.６ １３.９ ０

表２５．多文化家族子女のいじめ被害類型（複数回答）（単位：％、人）３２
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高くなっている。中学生ではサイバー暴力が全体
平均より１１.４％高い。スマホ、PCなど電子機器
の保有率が高くなっているためと考えられる。
成長背景別では、外国で主に成長した子女が全
体平均より、集団いじめが８.９％、金物喝取が７.２％
高くなっている。なぜ海外成長子女に対する金
銭・物品の喝取が多いのかについては原因を究明
する必要がある。

３．いじめ対応方法

表２６は、多文化家族子女のいじめ対応方法を調
査した結果である。ここで注目すべきは、「海外
成長」組の多文化家族子女がいじめを受けた場合、
「考えなく放置すること」なく、「学校の先生」や
「父兄に連絡」を始めとして何らかのアクション
を取っていることである。いじめを受けた場合積
極的に相談することは、解決策の一助となり得る
手段である。しかし全体的には「我慢した」が
２２.５％、「考えなく放置した」が１３.６％という数
字は、いじめに対する政策が強化されているにも
拘わらず、多文化家族子女の多くがいじめを甘受
している事例が多いということを意味している。

４．まとめ

多文化家族子女に対するいじめについて整理す

れば、次のとおりである。

（１）被害経験率
①一般学生を含む全体の被害経験率が１.０％に対
して、多文化家族子女は、５.０％と５倍に達し
ている。
②小学生高学年の全体被害経験率が２.０％に対し
て、多文化家族子女は、７.９％と高率である。
③成長背景別被害経験率をみると、国内だけで成
長した多文化家族子女の被害経験率が４.１％、外
国居住経験のある子女が６.４％、外国で主に成
長した子女が８.１％と外国で主に成長した子女
の被害経験率が高率である。

（２）いじめ被害類型
①性別で明らかに異なる傾向を示している。すな
わち女性は、男性に比べ「集団いじめ」「サイ
バー暴力」が多く、一方男性は、「強制使い走
り」「金物喝取」「暴行」が多い。
②年齢層で見ると、年齢が低いほど悪口・喝取・
暴行が多く、中高生は、「サイバー暴力」が多
い。
③成長背景別では、外国で主に成長した子女が集
団いじめや喝取の比率が多い。

学校へ
連絡

家族へ
連絡

１１７へ
連絡

警察へ
連絡

友達へ
連絡

我慢
した

考えな
く放置 その他

全体 人数 ９９２ １,５７１ ２５４ １０８ ３０２ ６８９ ４１７ ８０

％ ３２.４ ５１.３ ８.３ ３.５ ９.８ ２２.５ １３.６ ２.６

年齢 ９―１１ ３５.０ ５６.４ ９.３ ３.０ ５.９ １７.９ １１.３ ２.０

１２―１４ ３０.０ ４０.９ ７.３ ４.７ １９.１ ３２.２ １６.１ ４.９

１５―１７ ２２.１ ５１.４ ４.３ ４.３ １２.３ ３１.５ １１.７ ０

１８以上 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １００ ０

成長
背景

国内成長 ３５.３ ５０.５ ９.６ ３.８ ６.７ ２０.７ １３.６ １.１

海外居住経験 ２９.０ ４３.７ ６.８ ３.５ １５.５ ２４.２ １８.３ ５.８

海外成長 ２８.６ ７７.０ ６.６ ２.６ ７.９ ２５.８ ０ ０

表２６．多文化家族子女のいじめ対応方法（複数回答）（単位：人、％）３３
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（３）いじめ対応方法
いじめを「我慢した」「そのまま放置した」と
いう回答が３６.１％あり、多文化家族子女の多くが
「いじめに甘んじている」ことがわかる。外国成
長子女の対応方法は、「家族への連絡」が際立っ
ている。

第四章 日本における在留外国人の概況

２０１９年４月に『出入国管理及び難民認定法』の
一部が改正された。現行法では「高度な技術を持
つ専門職」及び「開発途上国の労働者が、日本の
技術を学ぶ目的の外国人技能実習制度による技能
実習生」の就労のみが許可されているが、改正法
では「特定技能１号」と「特定技能２号」が創設
された。特定技能１号は、「３年間の技能実習」ま
たは「所定の試験合格」を経た「相当程度の知識
または経験を要する技能職」とし、該当職種とし
て農業・漁業・建設・介護・宿泊・外食・造船・
その他７業種、合計１４業種が指定された。滞留期
間は５年間で更新を認めず、家族帯同も不可であ
る。特定技能２号は、「熟練した技能、高度な専
門職」とし、大学教授や経営者などである。滞留
期間は５年間で更新を認め、家族帯同も許可して
いる。１号と２号を合わせて５年間で合計３４.５万
人を受け入れることとなった。そこで現時点での
日本における在留外国人の実態を概観しておきた
い。

１．国籍別・在留資格別在留外国人

次頁の表２７は、２０１８年３月２７日に法務省入国管
理局から出された「平成２９年末現在における在留
外国人数について」のうち「主要国籍別・在留資
格別・外国人数」である。これによれば、２０１７年
末現在の在留外国人数は、２５６.２万人である。そ
の内訳は、第一位は、永住者で７４.９万人（２９.２％）、
次に特別永住者３３.０万人（１２.９％）、留学３１.２万人
（１２.２％）、技能実習２７.４万人（１０.７％）、技術・人
文知識者１８.９万人（７.４％）、定住者１８.０万人（７.０％）、
家族滞在１６.７万人（６.５％）、日本人の配偶者１４.１

万人（５.５％）、特定活動６.５万人（２.５％）に順と
なっている。また国別にみてみると、第一位は中
国（２８.５％）、韓国（１７.６％）、ベトナム（１０.２％）、
フィリピン（１０.２％）、ブラジル（７.５％）の五か
国で全体の７４％を占めている。ベトナムを除くと
特別永住者・永住者・定住者が多いことが特徴的
である。

２．日本国籍を有する児童生徒の語学能力

２０１９年３月２７日、文部科学省総合教育政策局は、
「日本語指導が必要な児童生徒の受け入れ状況等
に関する調査（平成３０年度）結果」（文部科学省
総合教育政策局、平成３０年５月１日現在）」を公
表した。本調査では、冒頭「日本語指導が必要な
児童生徒とは、①日本語で日常会話が十分にでき
ない児童生徒、②日常会話が出来ても学習言語が
不足し、学習活動への参加に支障が生じており、
日本語指導が必要な児童生徒の事である」と定義
している。また「日本語指導が必要な児童生徒」
を「日本語指導が必要な外国籍の児童生徒」と
「日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒」に分
類して分析している。本稿では「日本語指導が必
要な日本国籍の児童生徒」について整理した。

（１）日本語指導が必要な日本国籍児童生徒の学
校種別・在籍状況

表２８をみると、外国籍の児童生徒と日本国籍の
児童生徒の日本語能力に差異はみられない。

（２）日本語指導が必要な日本国籍児童生徒の在
籍人数別学校数

表２９で明らかなように、小中高ともに対象児童
生徒が４人以下という学校数が８５.６％であり、学
校として「個別指導」を行う人的・財的余力が問
題となろう。

（３）日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒の
都道府県別在籍状況

表３０は、日本語指導が必要な日本国籍の児童生
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国籍 計 特別
永住者

中 長 期 在 留 者

永住者 留学 技能
実習

技術人
文知識 定住者 家族

滞在
日本人の
配偶者

特定
活動 その他

総数 ２,５６１,８４８ ３２９,８２２ ２,２３２,０２６ ７４９,１９１ ３１１,５０５ ２７４,２３３ １８９,２７３ １７９,８３４ １６６,５６１ １４０,８３９ ６４,７７６ １５５,８１４

１００ １２.９ ２９.２ １２.２ １０.７ ７.４ ７.０ ６.５ ５.５ ２.５ ６.１

中国 ７３０,８９０ １,０２７ ７２９,８６３ ２４８,８７３ １２４,２９２ ７７,５６７ ７５,０１０ ２８,０３３ ７４,９６２ ３１,９１１ １０,９４７ ５８,２６８

（２８.５） ０.１ ３４.１ １７.０ １０.６ １０.３ ３.８ １０.３ ４.４ １.４ ８.０

韓国 ４５０,６６３ ２９５,８２６ １５４,８３７ ６９,３９１ １５,９１２ １３ ２１,６０３ ７,２９１ １２,２１１ １３,４９０ ３,９６１ １０,９６５

（１７.６） ６５.６ １５.４ ３.５ ０.０ ４.８ １.６ ２.８ ３.０ ０.９ ２.４

ベト
ナム

２６２,４０５ ２ ２６２,４０３ １４,９１３ ７２,２６８ １２３,５６３ ２２,０４５ ５,４４８ １１,１１２ ３,１６４ ５,６２７ ４,２６３

（１０.２） ０.０ ５.７ ２７.５ ４７.１ ８.４ ２.１ ４.２ １.２ ２.１ １.７

比 ２６０,５６３ ４７ ２６０,５０６ １２７,３９６ ２,３７５ ２７,８０９ ５,９２４ ４９,７７３ ３,１０４ ２６,４０１ ８,５４７ ９,１７７

（１０.２） ０.０ ４８.９ ０.９ １０.７ ２.３ １９.１ １.２ １０.１ ３.３ ３.５

ブラ
ジル

１９１,３６２ ２８ １９１,３３４ １１２,８７６ ４８３ ９ ３９４ ５６,４７５ ６０９ １６,６３１ ５７ ３,８００

（７.５） ０.０ ５９.０ ０.３ ０.０ ０.２ ２９.５ ０.３ ８.７ ０.０ ２.０

ネパ
ール

８０,０３８ ３ ８０,０３５ ４,１３９ ２７,１０１ １７９ ５,４２６ ７４５ ２１,８７３ ７０９ ５,００５ １４,８５８

（３.１） ０.０ ５.２ ３３.９ ０.２ ６.８ ０.９ ２７.３ ０.９ ６.３ １８.５

台湾 ５６,７２４ １,０８３ ５５,６４１ ２１,０４４ １０,２３７ １０ ９,２１０ １,５８２ ２,０４７ ４,２９６ ４,６００ ２,６１５

（２.２） ２ ３７.１ １８.０ ０.０ １６.２ ２.８ ３.６ ７.６ ８.１ ４.６

米国 ５５,７１３ ７９５ ５４,９１８ １６,９２２ ２,９２８ ― ８,６２６ １,２２８ ４,１６７ ９,４９７ ２６６ １１,２８４

（２.２） １.４ ３０.４ ５.３ ― １５.５ ２.２ ７.５ １７.０ ０.５ ２０.２

タイ ５０,１７９ １２ ５０,１６７ １９,７１９ ４,５５１ ８,４３０ １,８１０ ３,８６１ ７５１ ７,１４４ ２７３ ３,６２８

（２.０） ０.０ ３９.４ ９.１ １６.８ ３.６ ７.７ １.５ １４.２ ０.５ ７.２

印度尼
西亜

４９,９８２ ８ ４９,９７４ ６,２００ ６,４９２ ２１,８９４ ２,０７２ ２,００２ ２,６８８ １,９９１ ５,１７１ １,４６４

（２.０） ０.０ １２.４ １３.０ ４３.８ ４.０ ４.１ ５.４ ４.０ １０.４ ２.９

その他 ３７３,３３９ ３０,９９１ ３４２,３４８ １０７,７１８ ４４,８６６ １４,７５９ ３７,１５３ ２３,３９６ ３３,０３７ ２５,６０５ ２０,３２２ ３５,４９２

（１４.６） ８.３ ２８.９ １２.０ ４.０ １０.０ ６.３ ８.８ ６.９ ５.４ ９.４

注１．法務省、『在留外国人統計』第３表「平成２９年末現、国籍・地域別、在留資格別、在留外国人」から筆者が整理作表した。
注２．永住者とは、『出入国管理法』別表第二で定める「法務大臣が永住を認める者」で、原則的には１０年以上継続して在留している

者が該当する。
注３．特別永住者とは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者及びその子孫等の出入国管理に関する特例法」（H

３１.４.１）第三条で「平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で、この法律の施行の際、次の各号の一に該当している
ものは、この法律に定める特別永住者として本邦で永住することができる」とあり、台湾・朝鮮半島出身者などが該当する。

注４．定住者とは、『出入国管理法』別表第二で定める「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」
で、日系人、中国在留邦人、難民などが該当する。

注５．「技術・人文知識」とは、『出入国管理法』別表第一の二で定める「技術・人文知識・国際業務」であり、自然科学や人文科学
分野の知識・技術を要する業務で、別表第一に定める「高度専門職」を除いた業務をいう。

注６．「特定活動」とは、『出入国管理法』別表第一の五に定める「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」で、当該大
使館・領事館に勤務する当該外国人の活動をいう。

注７．「その他」とは「経営・管理」「高度専門職」「教授」「永住者の配偶者」等々

表２７．「平成２９年末現在における在留外国人数について」「主要国籍別在留資格別外国人数」３４（H３０．３．２７ 法務省入国管理局）
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徒、上位７位までの都道府県別在籍状況である。
これを学校単位でみると、表２９で示された規模に
なることは容易に理解できる。

（４）必要な語学指導者
また表２７「主要国籍別在留資格別外国人数」を
みると、中長期在留者の「日本人の配偶者」の児
童生徒は、日本国籍を有していると考えられるの
で、その家庭の児童生徒に日本語の問題があり、
日本語の教育が必要であるとすれば、上位から中
国語、フィリピノ語、ポルトガル語、韓国語、英
語、タイ語、ベトナム語などの順で「語学指導者」

が必要とされる。

３．まとめ

外国人と結婚した日本人家庭の児童生徒で、か
つ日本国籍を有している児童生徒の「日本語能力
に関する問題点」を整理してみたい。
（１）日本語教育が必要な児童生徒数は、極小であ

る。
（２）在籍者が４人以下である学校が８６％を占め、

個別指導の領域である。
（３）指導対象児童生徒が多国言語に拡散しており、

指導者の確保ができるか否か問題である。

小学校 中学校 高校 合計

人数 校数 人数 校数」 人数 校数 人数 校数

外
国
籍

要指導生徒 ２６,０９２ ４,８２６ １０,２１３ ２,３１０ ３,６７７ ４６２ ３９,９８２ ７,５９８

指導中生徒 ２１,４５９ ３,９１５ ７,８８５ １,７８８ ２,４７０ ３３０ ３１,８１４ ６,０３３

％ ８２.２ ８１.１ ７７.２ ７７.４ ６７.２ ７１.４ ７９.６ ７９.４

日
本
籍

要指導生徒 ７,５９３ ２,４９５ ２,０５０ ９２０ ４９５ １８７ １０,１３８ ３,６０２

指導中生徒 ５,８０６ １,９４１ １,４５５ ６６７ ３１９ １３７ ７,５８０ ２,７４５

％ ７６.５ ７７.８ ７１.０ ７２.５ ６４.４ ７３.３ ７４.８ ７６.２

注１．調査結果８頁の表１を筆者が再編した。
注２．義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校を除く。
注３．以下本章の表は、筆者が．義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校を除く。

表２８．日本語指導が必要な児童生徒の学校種別・在籍状況３５

生徒数 小学校 中学校 高校 合計

４人以下 ２,０９３ ８２６ １６４ ３,０８３

５人以上 ４０２ ９４ ２２ ５１８

合計 ２,４９５ ９２０ １８６ ３,６０１

注．調査結果１０頁の表５を筆者が再編した。

表２９．日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒の在籍人数別学校数３６

愛知 神奈川 大阪 東京 埼玉 千葉 静岡

２,１７６ １,６２３ １,０１３ ９４１ ４６１ ４３９ ３７６

注．調査結果１６頁の参考表②―１を筆者が再編した。

表３０．日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒の都道府県別在籍状況（単位：人）３７
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（４）所轄地方公共団体が広範囲であり、統一的・
画一的な指導要領の作成が必要である。

（５）学校における調査方法は、①DLA（Dialogic
Language Assessment）等の日本語能力測
定方法、②学校生活や学習態度、③日本滞在
期間などである３８。

以上を要するに、学校単位でみると対象児童生
徒数が少なく個別指導の領域であること及び当該
言語を理解できる日本人が少ない言語の場合、対
象児童生徒の支援員の確保が難しいなどの問題点
がある。また当該児童生徒及びその保護者を直接
対象にするアンケート調査など調査方法に工夫が
必要であろう。

第五章 結び

以上、韓国については女性家族部の「２０１５年全
国多文化家族実態調査分析」を、また日本につい
ては文部科学省の「日本語指導が必要な児童生徒
の受け入れ状況に関する調査（平成３０年度）結果」
を中心に日韓の多文化家族子女について概観して
きたが、最後に外国人労働者の本格的な受け入れ
に踏み切った日本における今後の課題について提
言し結びとしたい。

１．多文化家族子女の語学力の向上

語学は、当該社会文化の習得に必要な道具であ
り、問題を自己解決する基本的な力となるため、
多文化家族子女にとって当該国の言語習得は重要
なことである。しかし多文化家族子女が使用する
外国語は、中国語、フィリピノ語、ポルトガル語、
韓国語、英語、タイ語、ベトナム語、その他と多
言語にわたること、多国籍家族子女が全国に散在
していることなど、言語的・地域的拡散を如何に
克服して、どのように指導体制の全国的展開を図
るかが喫緊の課題である。

２．二重言語教育

次に「話す・聞く・読む・書く」という日本語

能力の欠如した両親、又は片親に対する日本語教
育である。多文化家族子女の日本語能力習得速度
と親の日本語能力習得速度に格差が生じ、日本語
の未熟な両親と親の母国語の未熟な多文化家族子
女間の意思の疎通を強化するための二重言語教育
をどのように展開していくかが重要な課題である。

３．差別

「言葉が上手に話せない」とか「顔立ちが日本
人と異なる」などの理由から、特に低年齢層にお
いて、友達から差別を受けることは韓国の調査か
ら明らかである。この差別は、「いじめ」であり、
多文化家族子女に対する差別をどのように解消し
ていくか難しい問題である。

４．外国人労働者家族との共生

日本は、２０１９年４月から５年間で３４万人をこえ
る外国人労働者の受け入れを決定したが、「悪質
な仲介業者の排除」「受け入れ労働者の行方不明
問題」「治安の悪化」「法律習得問題」など考えら
れる問題は多いが、加えて「外国人労働者家族と
の共生」の問題も十分に検討しておく必要がある
と考えている。

５．調査方法

文部科学省の調査方法は、小中高の先生経由の
調査で①DLA（Dialogic Language Assessment）
等の日本語能力測定方法、②学校生活や学習態度、
③日本滞在期間などから推定し、児童生徒・父兄
への調査は行われていない。
今回のような学校サイドからの調査は、もちろ
ん効率的な調査方法であるが、当該児童生徒及び
その保護者を直接対象とするアンケート調査・面
談調査の実施も必要であると考える。
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